
専門相談をご利用ください

※午前9時から受け付け。予約開始日が祝·休日、
年末年始（12月20日〜1月10日）の場合は、翌平
日の午前9時から

　暮らしの問題を解決するきっかけとして、専門家から助言を受けられます。
いずれも予約制で、一人当たりの相談時間は25分以内。面談により実施し
ます。詳しくは、区 をご覧になるか、区民相談係へ問い合わせを。 
☆電話での相談はできません

相談の種類·内容（定員） 日時　 
☆いずれも、祝·休日、年末年始を除く 4月の実施日

①法律相談
弁護士による、相続や土地･建物、金銭貸借など日
常生活における法律問題に関する相談（12人）

毎週月·水曜日、毎月第3日曜日　
午後1時～4時　
☆第3日曜日の翌日の月曜日は休み

1日（水）、6日（月）、
8日（水）、13日（月）、
15日（水）、19日（日）、
22日（水）、27日（月）

②不動産相談
宅地建物取引士による、不動産の売買や賃貸借、更
新などに関する相談（6人）

毎月第1金曜日、第3·第4火曜日　
午後1時～4時

3日（金）、21日（火）、
28日（火）

③税務相談
税理士による、相続税、贈与税、所得税、事業税な
どに関する相談（12人）

毎月第1火曜日　
午後1時～4時 7日（火）

④登記·境界相談
司法書士による、不動産の相続、売買、贈与等の各
種登記手続きと、土地家屋調査士による、建物の新
築･取壊し、土地の境界･分筆に関する相談（6人）

毎月第2火曜日　
午後1時～4時 14日（火）

⑤社会保険·労務管理相談
社会保険労務士による、年金、健康保険、雇用保険、
労災保険、労働問題などに関する相談（6人）

毎月第3金曜日　
午後1時～4時 17日（金）

⑥暮らしの手続きと書類の相談
行政書士による、契約書、内容証明書、相続、遺言、
外国人のビザなどの書類の作成方法や行政機関へ
提出する書類の手続き方法（税金･登記･社会保険を
除く）に関する相談（6人）

毎月第3金曜日　
午後1時～4時 17日（金）

⑦行政相談
行政相談委員による、国の仕事やサービス、各種手
続きなどの苦情·意見·要望に関する相談（4人）

毎月第4金曜日　
午後2時～4時 24日（金）

⑧相続登記手続き相談
司法書士による、現在または将来の不動産の相続
登記手続きに関する相談（12人）

毎月第4木曜日　
午後1時～4時 23日（木）

　

対象 区内在住の方　☆表の⑦は、区内在勤·在学の方も可
会場 区役所4階専門相談室
申込 相談日の1週間前から電子申請か、電話（※）で、区民
相談係へ

区民相談係／4階　☎︎（3228）8802　FAX（3228）5456

▲︎区
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インフォメーションnformation

「中野区立小中学校施設整備計画
（改定案）」の
パブリック･コメント手続き
子ども教育施設整備係／7階
☎（3228）5547　FAX（3228）5679

資料公表･意見募集期間 3月30日～4
月20日（必着）
公表場所 区 、区民活動センター、区
役所1階区政資料センター、同7階窓口
意見を提出できる方 区内在住･在勤･
在学の方、区内に事務所や事業所のあ
る個人･法人またはその他の団体、案件
に直接利害関係のある方
意見の提出方法 電子申請か、意見書 

（書式自由）を kodomokyoikusisetu 
@city.tokyo-nakano.lg.jp、ファクス、
郵送または直接、子ども教育施設整備
係へ。 住所、氏名とふりがな、区内
在勤･在学の方は勤務先･通学先の名
称と所在地、利害関係のある方はその
理由

「中野区住宅宿泊事業の適正な実
施の確保に関する条例」と
「中野区旅館業法施行条例」の
改正に伴う意見交換会
医薬環境衛生係（中野区保健所）
☎（3382）6663　FAX（3382）6667
seikatueisei@city.tokyo-nakano

.lg.jp

日時 4月15日（水）午後7時から、18日
（土）午前10時から  ☆各日1時間30分

会場 区役所1階ミーティングルーム  
申込 3月23日～4月6日に電子申請か、
電話で、医薬環境衛生係へ。先着40人。
要約筆記･手 ･保（各日先着2人）希望の
方は、あわせて申し込みを。 住所、氏
名とふりがな、電話番号、要約筆記･手

はその旨、保 はお子さんの氏名とふり
がな、月年齢
参加できない方も意見を提出できます
　4月15日～20日（必着）に電子申請か、
所定の意見書を電子メール、ファクスま
たは郵送で、医薬環境衛生係へ。

区

「中野区区有施設整備計画」を
策定しました
資産管理活用係／7階
☎（3228）8814　FAX（3228）5476

　計画の全文とパブリック･コメント手
続きの結果は、区 、区民活動セン
ター、図書館、すこやか福祉センター、
区役所1階区政資料センター、同7階窓
口でご覧になれます。

聴 を傍
☆日程･会場は、変わることがあります。
当日直接会場へ

4月の教育委員会定例会
教育委員会係／7階
☎（3228）5734　FAX（3228）5679
①3日 ②10日 ③17日 ④24日
いずれも金曜日、午前10時から　
区役所7階教育委員会室

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

電子メール　 ホームページ　保 一時保育　手 手話通訳　 記載事項

お 知 ら せ

中野区基本計画を策定しました
企画課企画調整係／7階　☎（3228）3258　FAX（3228）5476

　中野区基本計画とは、中野区基本構想の実現に向けて区政全体の方向性を
示す計画です。2026年度～2030年度の5年間に推進する取り組みをまとめま
した。
　計画の全文とパブリック･コメント手続きの結果は、区 、区民活動
センター、図書館、すこやか福祉センター、区役所1階区政資料セン
ター、同7階窓口でご覧になれます。 ▲区

中野区議会 第1回定例会
3月23日（月）まで開会中

区議会事務局／10階
☎（3228）5585　FAX（3228）5693

会議日程 本会議＝3月23日
☆どなたでも傍聴できます。日程は、
変わることがあります
開会 午後1時から


